
（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

　本業務は、中部地方整備局に
て運用している「人事管理システ
ム（以下「システム」という。）」に
ついて、令和６年人事院勧告に
よる新俸給表切り替え（令和７年
４月１日）に対応するために必要
な改良を行うものである。　具体
的な業務内容は、システム内に
号俸切替用の機能を新規作成
し、一括で職員の号俸切替を実
行できるようにするとともに、号
俸切替情報をシステム内の既存
他機能に連携できるよう構築を
行うものである。　本業務は、新
規機能の構築だけでなく、構築し
た機能の情報をシステム内の既
存他機能に連携させるため、シ
ステムの根幹部分の改修とシス
テム全体の動作検証を行う必要
がある。　また、本業務は令和７
年度人事異動作業が本格的に
始まる令和７年３月上旬までの
短期間で確実に完了させる必要
があることから、システムに関す
る十分な知見を前提とした綿密
かつ効率的な工程管理の上、実
施する必要がある。　このため、
システムの開発者であり、システ
ムの詳細を熟知している株式会
社サンネットが本業務を実施可
能な唯一の者となる。よって、会
計法第２９条の３第４項及び予算
決算及び会計令第１０２条の４第
３号により、当該業者と随意契約
を行おうとするものである。

会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号

2,017,499 1,892,000 93.77%令和６年度人事管理システム改良業務
支出負担行為担当官
中部地方整備局長　佐藤　寿延
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館

令和6年11月25日
株式会社サンネット
広島市中区袋町４－２１

1240001012779

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

令和６年度　名古屋合同庁舎第２号館入退室管理システム改修
支出負担行為担当官
中部地方整備局長　佐藤　寿延
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館

令和6年11月14日
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号　ＪＲセントラルタワー

5010001030412

本業務は、名古屋合同庁舎第２
号館に設置されている入退室管
理設備について、システム改修
を行うものである。令和６年２月
に国家公務員身分証共通発行
管理システムのガバメントクラウ
ド移行が実施され、府省間データ
交換システムへのアクセス先に
変更が生じた。入退館ゲートは
統合失効リストに連携している
が、アクセス先の変更により統合
失効リストにアクセスできず、失
効情報を受け取ることができない
ことから身分証発行管理システ
ムで権限を失効した状態のカー
ドでも入館できてしまう状態と
なっている。本来入館できないも
のまで入館できる状態は庁舎管
理上問題であり、セキュリティ上
問題となっている。現在運用して
いる入退室管理システムを構築
したのは三菱電機（株）であり、
独自開発の技術にて、庁省庁間
上位システムと各機器が相互通
信を行っている。そのため三菱電
機であればガバメントクラウド移
行に伴う対応についても保守の
一環としてデータ変更プログラム
をインストールすることのみで改
修できるが、三菱電機（株）以外
の他社の場合は新規構築から始
めることとなるため、庁省庁間上
位システムと連携するためのプ
ログラム開発、サーバー装置、
ゲート、カードリーダーと全機器
を更新して、新たにプログラム開
発を行うことが必要となる。既存
システムのプログラム改修ができ
るのは三菱電機（株）の保守業者
である三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）をおいて他にない。よっ
て、会計法第２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２
条の４第３号により、当該業者と
随意契約を行うものである。

会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号

2,200,000 2,200,000 100.00%



（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

令和６年度　国道１３８号御殿場ＢＰ凍結危険個所路面温度観測業
務

分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　沼津河川国道事務所長　辛嶋　亨
沼津市下香貫外原３２４４－２

令和6年11月14日
一般財団法人日本気象協会
名古屋市北区水草町１－２１－５

4013305001526

　本業務は、国道１３８号御殿場
バイパス（須走ＩＣ～ぐみ沢ＩＣ）に
おける既設置のテレメータ地点
（須走一ノ沢）の気温及び路面温
度との相関分析及び冬期路面管
理支援のための指標の検討を行
うため、連続的な気温及び路面
温度の測定を行うことを目的とし
ている。　さらに、上記測定結果
を基に、アメダス静岡の気温との
相関分析を行い、冬期路面管理
支援の指標を検討する。　雪氷
対応にあたっては、降雪量の予
測のみならず、気温及び路面温
度に基づき実際の路面積雪深も
踏まえた対応が必要不可欠であ
る。　（一財）日本気象協会は、
中部地方整備局道路部発注の
「中部管内河川・道路管理気象
予測提供業務」により、雪氷予測
システムにより気象予測を分析・
提供しており、上記内容を履行で
きる唯一の契約対象期間であ
る。　よって、（一財）日本気象協
会と随意契約するものである。適
用法令：会計法第２９条の３第４
項　　　　　予算決算及び会計令
第１０２条の４第３号

会計法第２９条の３第４項及び予
決令第１０２条の４第３号

2,574,000 2,574,000 100.00%

（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


